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はじめに

スミス・ヒューズ法（1917年制定）は，アメリカ合衆国（以下アメリカと略す）で最初の職

業教育連邦補助立法として知られている。本稿は，同法に影響を与えたと思われる1900－10年

代アメリカにおける公教育としての職業教育機関の特徴を明らかにすることを意図する。同時

に本稿は，職業教育機関と既存の公教育制度との接続という観点から，職業教育に対する連邦

補助金の対象を「14歳以上」の者を教育する学校・クラスに限定する規定（以下本稿では「14

歳以上」規定という）を申し・に，スミス・ヒューズ法の教育史的意義の再検討をも意図する。

スミス・ヒューズ法については，従来からアメリカ及び日本において研究が積み重ねられて

きた1）。従来の研究は，職業教育運動の展開及びスミス・ヒューズ法制定の教育史的意義を，主

として「総合制」か「単独制」かという中等教育の「水平的再編」 （horizontal reorganization）

の観点から分析してきた。これはスミス・ヒューズ法の制定を支援した職業教育運動の指導者

が既存のハイ・スクールから独立した職業教育機関の設立を主張したのに対し，全米教育協会

（NEA）の中等教育改造委員会（Commission on Reorganization）の報告書『中等教育の基本

原理』 （Cardinal Principles of Secondary Education）が総合制ハイ・スクールで職業教育を

行うべきだと勧告したことに注目したものである。

しかし近年では，中等教育の「水平的再編」ではなく， 「垂直的再編」 （vertical reorganiza－

tion）の観点から明らかにした研究も現れている。この観点による研究の一例として，田中喜

美のものを挙げることができる。田中は， 1900－10年代の職業教育振興策の特質を，当時の公

立学校における進級遅滞の問題という観点から分析している2）。この当時，都市部で南欧・東

欧からの移民すなわち「新移民」の子どもが公立学校に大量に在籍するようになった結果， 「進

級遅滞」 （retardation）が問題とされるようになった。これに対応してシカゴ市などいくつか

の都市では， 8年制初等学校の上級学年における課程分化という方針が取られた。この措置に

対しては，従来の一般・共通教育の期間を8年間から6年間に短縮するため， 「合衆国公立学校

体系の伝統たるコモンスクールの理念の重大な変更を意味し，万人のための一般・共通教育を

2年間短縮させるものである」として批判を受けた。これに対しニューヨーク市では，初等教育

期間の2年間短縮の構想を採用せず， 「8年間の一般・共通教育原則を堅持する」立場から14

歳以上の者を入学させる男子，女子用の職業学校を設置した。
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田中は，上記のニューヨーク市の事例から，スミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定につい  

て，すべての子どもに8年間の一般・共通教育を保障し，「職業教育を高等学校段階（第9学年  

以降）の公教育として，おしあげつつ位置づけた」と高く評価している。   

田中の研究は，職業教育運動の展開及びスミス・ヒューズ法制定の教育史的意義を，従来の  

ように中等教育の「水平的再編」の観点ではなく，「垂直的再編」の観点から明らかにしようと  

したという点で注目される。   

しかし田中の研究に関しては，いくつかの疑問点も指摘される。一つは，スミス・ヒューズ  

法の「14歳以上」規定の教育史的意義を，一般・共通教育期間の長短という観点から評価して  

いるのに過ぎないことである。中等教育の「垂直的再編」そして職業教育機関と通常の公教育  

制度との接続という観点から，職業教育機関の性格を分析する場合には，職業教育機関からの  

上級の教育機関への進学の可能性の問題についても分析を加える必要があるように思われる。   

また田中の場合，初等教育の上級学年の段階に相当する職業教育機関の実態について完全に  

は明らかにしていないように思われる。田中は，初等学校の上級学年の段階で職業教育を施す  

教育機関として「中間産業学校」（intermediateindustrialschool），「職業予備教育」（prevoT  

cationaleducation）の設置が提起されたことに触れている。また田中は，両者が，授業時間の  

半分以上を実習に充てることなどの点で共通点を持っものと捉えている。しかし田中の研究で  

は，教育課程編成や通常の公教育制度との関連という点から，両者の共通点・相違点が検討さ  

れていないように思われる。   

これは，アメリカが連邦制国家であり，教育行政・制度に関して地方分権制が取られている  

ため，スミス・ヒューズ法制定以前の職業教育機関の実態が明らかにされていないことによる  

と考えられる。近年，アメリカの研究者によって，同法制定以前の職業教育機関の設立の状況  

が，各州・都市のレベルで明らかにされてきている3）。しかしこれらの研究においては，多くの  

場合，アメリカ教育史学における「再解釈主義」の影響を受けて社会的・経済的背景との関連  

で職業教育機関の特徴が論じられ，これらの機関の特質については，通常の公教育制度との接  

続や教育課程編成などの点から明らかにされてこなかったように思われる。   

本稿では，上記の研究動向に鑑み，トレード・スクール，中間産業学校，職業予備教育を中  

心に，スミス・ヒューズ法に先だって1900－10年代に設立された公教育としての職業教育機  

関の特質を，①目的や性格，②設置されている課程の種類や教育課程編成，③既存の公教育制  

度との接続という観点から，明らかにすることを意図する。さらに本稿では，「14歳以上」規定  

を中心とするスミス・ヒューズ法の諸規定の教育史的意義を，学校制度論の観点から再検討す  

ることをも意図する。  

1職業教育運動の展開と各種の職業教育機関の設立  

1906年以降，全米各地で職業教育運動が展開されたこと，またこの運動の影響を受けてスミ  
ス・ヒューズ法が制定されたことは，従来からよく知られている。職業教育運動は，1906年に  

マサチューセッツ州における公教育としての産業教育制度の確立を求めたダグラス委員会報告  

書が提出されたことを一つの契機にして開始された。また同年に全米産業教育振興協会（Na－  

tionalSocietyforthePromotionofIndustrialEducation，略称NSPIE）が結成されたこと  

もこの運動開始の契機となったといわれている。   
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この運動の背景には，①「新徒弟制」（NewApprenticeship），「企業徒弟制」（Corporation  

Apprentichship）の出現，②都市部における児童の進級遅滞，初等学校の課程修了以前の離学  

及び児童労働の問題の2つがあったことも近年の研究で明らかにされている4）。   

職業教育運動は，ハイ・スクールなど既存の学校に職業教育を導入するのではなく，既存の  

学校制度とは別系統に属する職業教育機関の設立によって職業教育の振興を図ろうとしたもの  

であった。この運動を中心的に担った団体の1つであるNSPIEにおいても，トレード・ス  

クール（tradeschool）など既存の公立学校から独立した職業教育機関の設立を求める議論が  

主流となっていくことになる5）。   

職業教育運動の展開に伴って，1900－10年代に数多くの職業教育機関（とりわけ公立のそ  

れ）が設立されていった。『合衆国労働長官第25年次報告』（U．S．CommissionerofLabor，25  

肋A乃乃〟αJ屈ゆ0γち1910年）は，当時設立されていた職業教育機関について詳細に報告してい  

る。それによれば，「公立産業学校」（publicindustrialschooIs）として分類されている教育機  

関のうち，1899年までに設立されていたものが3校，1900－05年に設立されたものは1校で  

あった。これに対し1906－10年に設立されたものは30校と圧倒的に多かった6）。また同年に  

出されたNSPIEの『合衆国におけるトレpド・スクール及び産業学校の記述的なリスト』7）（A  

刀βSCγi卯g〃eエ宜5才q／7ねdβα乃d血血ざ汁fαJ5c／zooJ5官乃古九β［加才才βdSねfgs，1910年）に収録されて  

いた「技術学校」（technicalschool）以外の全日制の職業教育機関18校をみると，すべてが  

1906－10年に設立されたものであった。   

この当時，公立のものを中心に職業教育機関が数多く設立されたといっても，それは，必ず  

しも合衆国全土に見られたわけではなく，とりわけ公立のものは，東部（ニューイングランド  

地方やニューヨーク州）に多く設立された。先に触れた『合衆国労働長官第25年次報告』によ  

れば，「公立産業学校」40校のうち，マサチューセッツ州18校，ニューヨーク州12校，コネ  

ティカット州3校，ペンシルバニア州3校などと，東部の諸州に存在するものが圧倒的に多  

かった8）。   

職業教育運動は，当初，ハイ・スクール段階の教育に主たる目標を定めていた。しかし8年  

制初等学校を修了せずに学校を離れる子どもたちが存在したことを反映し，補習学校の設立や  

初等学校の上級学年に相当する職業教育機関や課程の設置が議論されるようになった。前者の  

例としては，全米製造業者協会（NationalAssociationofManufacturers，略称NAM）によ  

る補習学校構想を挙げることができる9）。   

また後者の例としては，NEAの『公教育における産業の位置に関する報告書』（β砂0γf扉  

娩βCo〝‡∽宜〟ぞβ07‡〟1βPぬceq′血血sかょgsゴ花戸祝わJゴcE血cα如乃，1910年）を挙げることができ  

る。同報告書は，8年制初等学校の上級学年の子どもたち（で中等教育を受けない者）を対象と  

して，①初等学校での特別産業学級（specialindustrialclass），②中間産業学校などの設置を  

提案した10）。   

上記のNAMやNEAの動きと連動した形で，NSPIEにおいても，ハイ・スクール段階のト  

レード・スクールのほか，中間産業学校や定時制学校などを職業教育機関として位置づける議  

論がなされるようになった11）。またこの当時，企業立学校も数多く設立された12）。結局スミス・  

ヒューズ法による連邦補助金の対象とはならなかったものの，NSPIEでも，一時期，企業立学  

校も主要な職業教育機関の一種として議論の対象とされた。   

以上のような経過で，多種多様な職業教育機関が設立されることになった。この当時設立さ   
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全米産業教育振興協会（NSPIE）  
『合衆国労働長官第25年次報告』   

紀要第11号  

中間産業，予備手職，職業学校   公立産業学校   

トレード・スクール（昼間課程）  慈善産業学校  

技術学校（昼間課程）  

徒弟学校  徒弟学校   

夜間学校   夜間産業学校   

定時制学校  連携制産業学校  

有色人種のためのトレード・スクール  

通信制学校  織物学校  

女子産業学校  

インディアン産業学校  

通信制学校  

YMCA学校   

F．M．リービット  

『産業教育の例』   
全米教育学会第11年報   

第6－8学年の予備職業教育   第7，8学年における職業予備的な産業訓練   

中間あるいは分離した産業学校   分離したあるいは独立した産業学校   

職業ハイ・スクール  職業ハイ・スクール  

（分離した技術ハイ・スクール）  

（総合制ハイ・スクールたぉける産業訓練）  

トレード・スクール  公立トレード・スクール   

定時制連携学校   産業教育の定時制の連携プラン   

補習孝校   補習学校  

（U．S．Commissioner of Labor（1910），E．H．Reisner（1910），F．M．Leavitt（1912），the  

NationalSocietyfortheStudyofEducation（1912）より作成。）   

れていた職業教育機関に関する調査報告は，先に触れた『合衆国労働長官第25年次報告』，  

NSPIEの『合衆国におけるトレード・スクール及び産業学校の記述的なリスト』のはか，全米  

教育学会（NSSE）の『産業教育：記述され解釈される典型的な実験』13）（血dustrialEducation：  

7：炒豆cαJ軸eわ椚β乃fsββdscね∂edα乃d加古βゆ柁ねd，1912年），シカゴ大学のF．M．リービット  

による『産業教育の例』14）（放α珊ゆJg5げ血血5fねα柑血cα才わ乃，1912年）のように，いくつも  

出されていた。それらの報告書における職業教育機関の分類も，その存在形態の多様性を反映  

して，極めて多様であった（表1参照）。しかしそれらの報告書に含まれている諸機関の種類  

は，概ね以下のように整理することが可能である。  

1．中間産業学校  

2．トレード・スクール  

3．職業ハイ・スクールや技術ハイ・スクール  

4．職業予備教育  

5．夜間産業学校  

6．定時制学校（連携制産業学校，補習学校）   
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7．徒弟学校などの企業立学校  

8．その他（少数民族向けのトレード・スクールなど）  

本稿では，①後述のようにスミス・ヒューズ法が，公教育としての職業教育機関に補助の対  

象を限定したこと，②既存の公教育制度との接続に関する問題の解明を意図することの2点か  

ら，対象を全日制の公立職業教育機関に限定する。   

その意味では，上記の1－4が本稿の対象となり得る。しかしこれらのうち3の職業ハイ・ス  

クールや技術ハイ・スクールは，既存のハイ・スクールの一類型とみなされ，職業教育運動の  

指導者たちによって，教育課程などの点から職業教育機関としてみなされていなかったので本  

稿の対象から除外する。これに対し職業予備教育は，後述のように通常の公教育制度の一環と  

しそ位置づけられたものであるとはいえ，対象とする生徒の学年，年齢等の面で中間産業学校  

と重なり合うという点から，本稿の対象に加えることとする。  

2 トレード・スクール  

最初にトレード・スクールについて検討する。リービットによれば，トレード・スクールは  

「極めて実用的なものを意図し」，「大きな割合の時間を，関連する理論，知識，技芸よりも，特  

定の技能と速度，生産方法に関する現実の実習経験を与えることに充てる」教育機関であった。  

この種の学校は，「完成」（finishing）学校であり，「いくつかの業務に直接に準備する」ことを  

目的としていた15）。   

公立の職業教育機関に東部諸州に存在するものが多かったことは，先述の通りである。その  

傾向は，トレード・スクールについても指摘される。NSPIE紀要第11号によれば，「トレー  

ド・スクール」に分類される公立の職業教育機関（9校）の数を所在地別にみると，マサチュー  

セッツ州2校，ニューヨーク州2校，ウィスコンシン州2校，ペンシルバニア州1校，コネティ  

カット州1校，オレゴン州1校であり，公立トレード・スクールは，東部諸州に比較的多く存  

在していたとみることができる16）。   

つぎにトレード・スクールの入学要件についてみることとする。NSPIEの紀要第11号『合  

衆国におけるトレード・スクール及び産業学校の記述的なリスト』に掲載されたトレード・ス  

クールの入学要件は，表2の通りである。これをみると，入学可能な年齢を14歳とするものも  

多いが16歳のものもみられる17）。年齢要件を14歳とする学校が多いのは，この当時多くの州  

で義務教育の終期が14歳だったことを反映していたと考えられる。   

学歴に関する要件については，特に指定していない学校もあった。 しかし学歴を指定してい  

るいくつかの学校では，年齢要件が14歳以上であることに対応して「文法級」（8年制初等学校  

の上級の4学年）修了を要求していた。当時，14－15歳の子どもの約1／6しか初等学校の課程  

を修了していないといわれていたことを考えるならば，この要件は，かなり高い学歴を要求し  

たものだったということができる。   

以上のような入学要件からみると，トレード・スクールは，当時，多くのところで採用され  

ていた8－4制のもとで，4年制ハイ・スクールと並行して存在する教育機関として位置づけら  

れていたとみることができる。   

しかしその修業年限は，極めて多様であった。先に触れたNSPIE紀要第11号に掲載された   
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学 校 名   州  設立年  修業年限   入学要件   提供す る 課程   

州立トレード・ス  コネティ  1909  2年間  算術，英語の知識と14  機械工の作業，工具製作，ダイ   

クール   カット  歳に達していること（休  

暇中は，14歳以下も可）   

ウースター・ト  マサチュ  1910  4年間  機械に関する適性の証拠  機械，鋳型製作，家具製作。   

レード・スクール  －セッツ  を示し，14歳以上であ  

ること。（ハイ・スター  

ル入学許可を得られる卒  

業証明書のあることが望  

ましい）   

ヨンカーズ・ト  ニューヨ  1909  2年間  文法級の卒業証書をもつ  図画，鍛冶，鉛管業，ブリキ   

レード・スクール  ーク  か，または学校の課業を  職，機械工作実習，家具製作，  

行う能力を示すこと。  金物職，板金，裁縫，調理。   

ポートランド・ト  オレゴン  1908  3年間  少なくとも14歳でなけ  機械工作実習，電気回路製作，   

レード・スクール  ればならず，文法級修了  鉛管業，鋳型製作，大工，製  

か同程度であること。  図，建築製図。   

フ ィ ラデルフイ  ペンシル  1906  3年間  文法級を修了しているこ  建築製図，製図，電気回路組   

ア・トレード・ス  と。ただし15歳以上で  

クール   第8学年修了以前に離学  

した者も，条件により可。   

ミルウォーキー・  ウィスコ  1906  1年間  16歳で，英語の読み書  鋳型製作，機械業，鉛管業，ガ   

男子トレード・ス  ンシン  または  きができ，算術の基礎的  ス取り付け。   

クール  2年間  な操作ができること。   

女子トレード・ス  マサチュ  1909  1年間  英語の読み書きができ，  ドレス製作，婦人帽，ミシン操   

クール   －セッツ  手縫いについていくらか  

の知識があり，14歳以  

上であること。   

ニューヨーク女子  ニューーヨ  1905  1年間  記載なし   ドレス製作，調理，平易な裁   

トレード・スクール  ーク  縫，婦人帽。   

ミルウォーキー女  ウィスコ  1909  2－4  14歳で英語の読み書き，  ドレス製作，婦人帽。   

子トレード・ス  年間  算術の基礎的操作ができ  

クール   ること。   

（Reisner（1910）より作成）  

公立のトレード・スクールについてみると，修業年限が1年間のものから4年間のものがみら  

れ，なかには課程や生徒の能力によって修業年限に「1年間あるいは2年間」「3ないし4年間」  

などと幅をもたせた学校もあった18）。   

つぎにNSPIEのリストに掲載されたトレード・スクールにおいて提供される課程の種類に  

ついてみることとする（表2参照）。この当時，多くの学校で男女別の課程制が取られていた。  

男子については，機械（あるいは機械工作），鋳型製作，大工，鉛管業，電気回路組立などの課  

程が提供されていた。また女子に関しては，ドレス製作，婦人帽，調理の課程が提供されてい   
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表3 ポートランド・トレード・スクールの教育課程（単  

位は，過当たりの授業時間数）  

第1学年・第1学期   第3学年・第1学期   

英語  2   英語  1   

数学  5   数学  5   

図画  8   科学  4   

実習  121／2  図画   3  

実習  141／2   

第1学年・第2学期   第3学年・第2学期   

英語  2   英語  1   

数学  5   数学  4   

図画  8   科学  4   

実習  121／2  図画   2  

実習  141／2   

第2学年・第1学期  

英語  2  

数学  5  

図画  8  

実習 121／2   

第2学年・第2学期   

英語  2  

数学  5  

科学  2  

図画  6  

実習 121／2  

（E．H．Reisner，（1910）p．26）  

た19）。これらの課程の名称をみると，全体として特定の職種に対する準備という性格を持つも  

のであるとみることができる。   

教育課程については，「大きな割合の時間を，関連する理論，知識，技芸よりも特定の技能  

と‥・生産方法に関する現実の実習経験を与えることに充てる」ことが一般的であるとされ  

ていた20）。しかし実態をみると極めて多様で，「英語，数学，科学の教授にいっさいの注意を払  

わない」学校もあれば，比較的多くの時間を普通科目に充てている学校も存在していた21）。   

先に触れたNSPIE紀要の第11号に掲載されている学校の場合でみても，普通科目に充てる  

授業時間数が全体の授業時間に占める割合の低い例がみられた。そのような学校の例として，  

ミルウォーキー男子トレード・スクール（MilwaukeeSchoolofTradesforBoys），ボストン  

の女子トレード・スクール（TheGirl，sTradeSchool）を挙げることができる。このうち後者  

では，毎日5時間半が手職の実習に，また普通科目と関連科目に毎日2時間が充てられてい  
た22） 

このはか授業時間数の半分を普通科目に，半分を職業科目に充てる学校もいくつかみられ  

た。そのような学校の例としてニューヨーク州のヨンカーズ・トレpド・スクール（Yonkers  

Trade School），オレゴン州のポートランド・トレード・スクール（Portland Schoolof   



横 尾 恒 隆  150  

Trades）を挙げることができる。このうち後者では，第1学年から第3学年までの各学年にお  

いて27‡時間の授業時間のう  

目に充てていた23）（表3参照）。  

ち，12‡時間ないし14‡時間を実習に，残りの時間を普通科   

さらにこの種の学校の中には，フィラデルフィア・トレード・スクール（ThePhiladelphia  

TradeSchool）のように，下級学年においては授業時間の約1／3を，また上級学年では授業時  

間全体の半分以上を職業科目に充てるというように，下級学年で職業科目の授業時間数が少な  

く，上級学年でそれが増加する例もみられた24）。   

全体的にみてトレード・スクールは，8年制初等学校修了後に1ないし3年間の教育を行う  

教育機関で，ハイ・スクールと並行して存在した教育機関であり，その教育の目的としては，  

特定の職種に関して準備教育を与えることが明確化されていたとみることができよう。   

また教育課程についてみると，一部の例外を除き授業時間の半分あるいはそれ以上を実習に  

充てる場合が多くみられた。後で触れるようにスミス・ヒューズ法は，全日制の職業教育機関  

に関して，授業時間の半分以上を実習に充てることを要求することになるが，このような教育  

課程編成は，この規定を先取りしたと見ることができる。  

3 中間産業学校などの教育機関  

1900－10年代に設立された公立の職業教育機関の中には，先述のような進級遅滞の状況に対  

応して，トレード・スクールより下級の機関として中間産業学校などが存在していた。   

リービットによれば，中間産業学校の特徴は以下のようなものであった。まず課業の水準に  

ついては，初等学校の課業と伝統的なハイ・スクールの「中間」の位置を占めていた。またこ  

の種の教育機関が対象とする生徒は，14歳に達した者で，既存の学校教育に適応できず，産業  

に関する教育を受けずに産業生活に入っていく生徒であるとされていた25）。これらの特徴のう  

ち後者は，特定の職種のための教育・訓練を意図していたトレード・スクールの場合と異な  

り，中間産業学校が，既存の学校教育に適応できない生徒のための教育機関としての性格を色  

濃く持っていたことを示しているように思われる。   

入学要件についても中間産業学校の場合，トレード・スクールとの違いがみられた。NSPIE  

の紀要第11号で「中間産業，手職予備，職業学校」（intermediateindustrial，preparatOry  

trade，OrVOCationalschooIs）として分類された学校（表4）の場合でみると，年齢要件につい  

ては，トレード・スクールと同様，14歳以上とするものがはとんど26）であった。他方入学時に  

修了しているべき学年については，当時の進級遅滞の状況を反映して第6学年とする学校が多  

かった。この入学要件からみると，中間産業学校は，トレード・スクールより下級の職業教育  

機関として位置づけられていたとみることができる。   

中間産業学校の修業年限も，トレード・スクールの場合と同様，多様であり，修業年限が2  

年間のものから4年間のものまでが存在していた。このはか同リストに修業年限が記されてい  

ない学校も，数校あった27）。   

中間産業学校の所在地をみると，トレード・スクールの場合より一層，東部諸州に集中して  

いた。先に触れたNSPIEの『合衆国におけるトレード・スクールと産業学校の記述的リスト』  

によれば，「中間産業，手職予備，職業学校」に分類される学校の所在地の内訳は，ニューヨー  

ク州7校，マサチューセッツ州3校，ジョージア州1校というように，ニューヨーク州とマサ   
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表4 中間産業学校の設立年，修業年限，入学要件，提供している課程  

学 校 名   州  設立年  修業年限   入学要件   提供す る 課程   

コロンバス中等  1906  3年間  14歳で第7学年に在籍  

産業学校   していること。   

ニューベッド  マサチエー  1909  4年間  14歳以上で，英語を読  応用科学，金工，自動車，機械   

フォード産業学  セッツ  み，書き，話すことがで  設計，木工，木工製作のための   

校  きること。   図画。   

ローレンス産業  マサチュー  1909  3年間  14歳以上で，初等学校  （男子）織物，加工技術，（女   

学校   セッツ  の第6学年を修了してい  

ること。   

ニュートン独立  マサチエー  1909  3年間  14歳で，同校の課業か  

産業学校   セッツ  ら利益を得られるという  

証拠を示すこと。   

オールバニ職業  ニューヨーー  1909  4年間  14歳以上。ただし初等  （男子）接合及び家具製作，フ   

学校   ク  学校の第6学年を修了す  リーハンド画及び製図，  

れば，12歳でも入学可。  （女子）裁縫，調理，婦人帽，  

デザイン。   

ハドソン産業学  ニューヨー  1908  記載な  初等学校の第6学年を修  家具製作，家庭科学。   

校   ク  し   了していること。   

ニューヨーク市  ニューヨー・・  1909  2年間  14歳以上で初等学校の  大工，家屋建設，接合の初歩，   

立男子職業学校  ク  第6学年修了かそれと同  機械工作，作業台の作業，鍛造  

等であること。   及び板金，印刷，鉛管業，製  

本，製図・建築製図。   

ローチェスター  ニューヨー   1908  記載な  第6学年の修了と14歳  大工，家具製作，鉛管業，電気   

工場学校   ク  し   に達していること（年齢  

について例外を認める）   

ローチェスター  ニューヨー   

作業場学校   ク  し14歳であるか，それ  

家庭科学学校  ニューヨー  1910  記載な  

ク  し   し，14歳かそれに近い  

こと。   

産業学校   ニューヨー  1909  記載な  

ク  し   第6学年を修了している  

こと。   

（Reisner，（1910）より作成）   

チエーセッツ州に集中していた28）。   

中間産業学校が提供する課程の種類をみると，かなり多様であった。この種の学校には，ト  

レード・スクールの場合と同様，男女別の課程が設けられていた。男子対象の課程としては，  

機械工作，自動車，大工などの課程もみられた。しかしその多くは，加工技術（木工など），家  

具製作などの課程であった。また女子対象のものとしては，家庭科学，裁縫などの課程が設置   
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されていた29）。これらの課程の名称から，特定の職種に対応したトレード・スクールと比較し  

て，中等産業学校の多くは一般的な技術教育の延長としての性格をもつ教育を行っていたこと  

がうかがわれる。これほ，中間産業学校が，進級遅滞の状況の下で義務教育期間終了とともに，  

初等学校を離れていく生徒たちを対象にした教育機関という性格を持っていたためであると考  

えられる。   

しかしいくつかの学校では，かなり専門分化した課程を設置してし＼た。例えば1910年に設立  

されたニューヨーク市立男子職業学校（TheNewYorkCityVocationalSchoolforBoys）で  

は，大工，家屋建設，家具製作，接合，機械工作及び作業台の仕事，鍛造及び板金，印刷，鉛  

管業，製本，製図及び建築製図の課程が設けられていた30）。またニューベッドフォード産業学  

校（TheNewbedfordIndustrialSchool，マサチューセッツ州）では，応用技術，金工，自動  

車，機械設計，木工の課程が設けられていた31）。   

教育課程編成についてみると，普通科目と職業科目にそれぞれ半分の時間を充てる例が多く  

みられた。先述のニューヨーク市立男子職業学校の場合，過当たりの授業時間の合計35時間の  

うち，「18時間が実習に充てられ，残りはアカデミック科目に充てられ」ていた32）。‘またオール  

バニ職業学校（TheAlbanyVocationalSchool，ニューヨーク州）でも，各学年で実習と図画  

に授業時間の半分が，また残りの時間が普通科目に充てられていた（表5参照）。   

普通科目に関しては，外国語が教授されず，その他の科目については，「実用算術」「産業地  

理」「家庭と産業に関連する化学」等の形で生徒が学習する職業に関する内容との関連が図られ  

ている場合が多かった。その点で普通科目といっても，当時のハイ・スクールで教授されてい  

たものとは内容も水準も異なるものであったと考えられる。   

しかしこの点についても例外はあり，コロンバス中等産業学校瑚は，「修辞学と古典」「公  

民・西ヨーロッパ史」「代数及び幾何」「物理」など，当時のハイ・スクールで教授されている  

科目と同程度のものと思われる科目を教授し，同校は「ハイ・スクール水準のアカデミックな  

トレード・スクール」34）だといわれていた。   

いづれにせよ中間産業学校では，授業時間の半分あるいはそれ以上を職業科目（実習）に充  

てる方針が取られていた。後述のように1917年に制定されたスミス・ヒューズ法では，全日制  

学校の場合，授業時間の半分以上を実習に充てることが，同法による連邦補助金支出の条件と  

されることになる。1910年代前半の中間産業学校の教育課程を見る限り，同法のこの規定は，  

トレード・スクールの場合と同様，すでに先取りされていたと見ることができる。   

中間産業学校に設置された課程の名称が，トレード・スクールのそれと比較して一般的なも  

のであったことは先にも指摘した通りである。実習の内容をみると，下級学年では，一般的な  

内容のものを課し，上級学年で専門分化したものを教授する例もみられた。例えばニューベ ッ  

ドフォード産業学校の場合，第1，2学年では，週20時間の実習（週10時間の木工，週10時  

間の金工）が行われていた。これに対し第3，4学年では，生徒が応用科学，金工，自動車，機  

械設計，木工，木工のための図画から1種類の実習を選択して学ぶことになっていた35）。また  

オールバニ職業学校でも同様の方針が取られていた36）。このことから，この種の教育機関の中  

にも，トレード・スクールはどではないにせよ特定の職種に対応した訓練を一定程度企図した  

ものがあったこともわかる。   

中間産業学校が，トレード・スクールより下級の教育機関として位置づけられていたことは  

先述の通りである。しかし中間産業学校も，トレード・スクールと同様，既存の公教育制度か   
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表5 オールバニ職業学校（ニューヨーク州オールバニ）  

における各科目の授業時数（男子の課程の場合。単  

位は，1週間あたりの時間数（分）。）  

第1学年  

実習：接合及び木工の基礎  

図画：フリーハンド画及び製図  

実用数学  

英文学及び作文  

地理  

開始時の運動，音楽，生理学，及び研究  

0
 
0
 
5
 
5
 
5
 
5
 
 

0
 
0
 
2
 
2
 
2
 
2
 
 

6
 
3
 
2
 
2
 
2
 
2
 
 

第2学年  

実習：家具製作及び木工旋盤  

図画：フリーハンド画及び製図  

実用数学  

英文学及び作文  

歴史及び公民  

開始時の運動，音楽，生理学，及び研究  

0
 
0
 
5
 
5
 
5
 
5
 
 

0
 
0
 
2
 
2
 
2
 
2
 
 

6
 
3
 
2
 
2
 
2
 
2
 
 

第3学年  

鋳型製作及び鋳造実習，金物，または  

電気配線及び取り付け  
図画：製図  

応用代数及び幾何  

英文学及び作文  

機械学及び電気  

産業史  

開始時の運動，指定されたもの以外  

0
 
0
 
5
 
5
 
5
 
0
 
5
 
 

0
 
0
 
2
 
2
 
2
 
5
 
7
 
 

6
 
3
 
2
 
2
 
2
 
1
 
 

第4学年  

鋳型製作及び鋳造実習，金物，または  

電気配線及び取り付け  

デザイン  

応用数学  

英文学及び作文  

家庭と産業に関連する化学  

経済や産業の状況  

開始時の運動，指定されたもの以外  

（
U
 
O
 
5
 
5
 
5
 
0
 
5
 
 

0
 
0
 
2
 
2
 
2
 
5
 
7
 
 

6
 
3
 
2
 
2
 
2
 
1
 
 

（Reisner，（1910）p．16－18）   
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ら切り離された存在であり，ハドソン産業学校（TheHudsonIndustrialSchool，ニューヨー  

ク州）37）など一部の例外を除き，原則的に，卒業生はハイ・スクールに進学できなかったと考  

えられる。   

全体的にみて中間産業学校は，①課程の種類をみるとトレード・スクールの場合と比べて一  

般的な技術教育の延長とみなされるものが多い，②入学者が修了している学年の面でトレー  

ド・スクールより低い入学要件しか要求しなかった， の2点で，トレード・スクールとは性格  

が異なっていた。これは，トレード・スクールが特定の職種に関する準備教育を主たる目的と  

していたのに対し，中間産業学校は，先に触れた進級遅滞と8年制初等学校修了以前の離学へ  

の対応策という側面を持っていたことによると考えられる。   

しかし中間産業学校は，①14歳以上の者を入学させることを原則とし，②授業時間の半分を  

職業科目に，残りの半分を普通科目に充てるなどの点で，後述のように，スミス・ヒューズ法  

の規定を先取りしていたということができる。  

4 職業予備教育  

先に触れたように，公立初等学校における進級遅滞を初等学校修了に離学する子どもたちが  

多いことを反映して，初等学校の上級学年において職業予備教育の課程を設ける動きが各地で  

見られるようになった。中間産業学校が8年制初等学校とハイ・スクールとの「中間」的位置  

を占めていたのに対し，職業予備教育は，学校制度上8年制初等学校の上級学年に併行した形  

で存在していた。その課程の形態としては，①単独の教育機関に設置されたもののはか，②初  

等学校に設置されたものなどがあった。   

職業予備教育の課程は，この当時多くの子どもたちが8年制初等学校を修了する以前に学校  

を離れていた状況下で設立された。その意図は，義務教育修了以前に職業教育を施すことに  

よって，子どもたちを長期間学校にとどめるため「産業に関するいくらかの知識と実習を与え  

る」という形で「初等学校の教育課程を改革する」ことにあった。この点では，職業予備教育  

の性格は，先に触れた中間産業学校のそれにやや類似していた。   

しかし職業予備教育には，中間産業学校とは異なる点が幾っか存在していた。一つは存在す  

る地域の違いである。トレード・スクールや中間産業学校の多くは，ニューイングランド地方  

やニューヨークなど東部に存在していた。これに対し，職業予備教育の課程は，中西部などの  

地域に多く存在していた。リービットの『産業教育の例』38）は，ボストン（マサチューセッツ  

州），クリーブランド（オハイオ州），セントポール（ミネソタ州）など9つの都市における職  

業予備教育の例を紹介している。これらの諸都市のうちボストン，フィッチバーグ（マサ  

チューセッツ州）及びニューアーク（ニュージャージー州）を除いては，中西部あるいはそれ  

以西の諸都市であった。トレード・スクール，中間産業学校と職業予備教教育の課程の所在地  

の違いについては，彼がE．ブラウン（E．Brown）と共著で出した『公立学校における職業予  

備教育』（P柁柑Cα血乃αほ血cα如乃g乃娩e助∂J豆cSc加oJざ，1915年）が触れている。それによれ  

ば，マサチューセッツ州は，職業教育制度を既存の公教育制度から切り離して設立する方針を  

取った。これに対し中西部では，通常のハイ・スクールにおいて職業教育を行い，その下方へ  

の延長という形で職業予備教育が位置づけるという方針が取られた39）。   

また入学要件という点でも職業予備教育は，中間産業学校と若干の違いを見せていた。リー   
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ビットによれば，職業予備教育の課程の入学要件のうち，学年に関する要件は，第6学年以上  

とする場合が多かったが，中には第5学年以上とする例も存在していた。また年齢要件につい  

ては，14歳以上とする場合もあったが，12，13歳の者を対象に含める場合も数多く存在してい  
た40） 

この入学要件は，中間産業学校の場合と比べて，修了しているべき学年や入学時の年齢とい  

う点でみると，若干低いように見える。しかし当時の進級遅滞の状況を念頭に置くならば，年  

齢と修了している学年という点で，その対象者は，中間産業学校などのそれとかなり重なった  

場合もあったのではないかと考えられる。   

このはか提供する課程の種類についても中間産業学校などとの違いがみられた。確かに職業  

予備教育の場合でも，一部には，中間産業学校などと同様の専門分化した課程の名称が見られ  

た。例えばクリーブランド初等産業学校（TheClevelandElementaryIndustrialSchool）の  

場合，2年目に製図，木工旋盤，鋳型製作，家具製作，大工，印刷のなかから生徒が1つの職種  

を選択して学ぶことになっていた41）。しかし全体的には，電気や機械関係のものははとんどみ  

られず，男子向けの課程としては木工などが多く，中間産業学校の場合と比較しても，手工教  

育の延長と思われるような内容が多く含まれていた。   

職業予備教育の教育課程についても，中間産業学校のそれとは違いがみられた。確かに「授  

業時間の半分を実習，残り半分を座学（bookwork）に充てるというやり方」42）が望ましいと  

いう考えも示され，実際に，クリーブランドの初等産業学校やエヴァンストン初等技術学校で  

は授業時間の半分を職業教育に充てていた43）。   

しかし職業予備教育の場合，中間産業学校などとは異なり，授業時間全体に実習の時間数の  

占める割合が全体の半分以下の場合も見られた。フィッチバーグでは，図画，デザイン，修理  

と製作には，週30時間の授業時間のうち10時間のみが充てられていた44）。またシカゴの場合，  

1日5時間の授業時間のうち実習には1時間のみが充てられ，図画（1日1時間）を含めても，  

1日の授業時間の4割に留まっていた45）。これは職業予備教育では，初等学校の上級学年の子  

どもたちに対し，義務教育期間終了後も学校に留まる動機づけを与えることが重視されていた  

ことによると考えられる。   

最後に，既存の公教育制度との関係という点から，職業予備教育と中間産業学校の性格の相  

違をみることとする。リービットとブラウンによれば，職業予備教育は，トレード・スクール  

や中間産業学校の場合とは異なり，通常の公立学校制度の一部という性格をもっていた46）。こ  

のため職業予備教育の修了者であっても，ハイ・スクールに進学可能な場合がみられた。   

例えば，ボストンの職業予備教育の課程の場合，卒業生の過半数がハイ・スクールに進学し  

ていた。そのなかには，加工技術ハイ・スクール（mechanicartshighschool）のみならず，  

普通ハイ・スクールなどへの進学者がかなり含まれていた。このはかェヴァンストンやフィッ  

チバー グでも，職業予備教育の課程からのハイ・スクールへの進学は可能とされていた47）。   

以上 ①教育目的，②入学要件等にみられる通常の公教育制度との関連，③教育課程編成な  

どの観点から，中間産業学校と職業予備教育の性格の異同を検討してきた。中間産業学校と職  

業予備教育は，（前者が14歳以上の生徒を対象としたのに対し，後者が12－13歳の生徒を対象  

に含んでいたとはいえ）「進級遅滞」の状況下で，14歳に達しても既存の8年制初等学校を終了  

することができない生徒，そして既存の学校生括に適応できない生徒を対象とする点で共通し  

た性格を持っていたということができる。   
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しかし両者の間には，性格の相違も見られた。一つは，提供する課程や教育課程編成に関す  

る相違点である。まず提供する課程の種類についてである。中間産業学校の場合，加工技術の  

課程などのはか，機械工作，自動車，大工などの専門分化した課程が設けられていた。これに  

対し職業予備教育の場合，一部には中間産業学校などと同様の専門分化した課程がみられたけ  

れども，なかには木工など既存の手工教育の延長と見られるものも含まれていた。   

つぎに教育課程編成についてである。中等産業学校の場合，授業時間の約半分を職業科目に，  

また残りの半分を普通科目に充てている場合がはとんどであった。これに対し職業予備教育の  

場合，それほど多くの授業時間数を職業科目に充てていない例もみられた。   

このはか，通常の学校制度との関連及び上級学校との接続という点でも両者の違いがみられ  

た。中間産業学校は，通常の公教育制度から分離された教育機関であり，一部の例外を除いて  

ハイ・スクールへの進学は不可能であった。これに対し職業予備教育の場合には，通常の公教  

育制度の一環として性格が強く，通常のハイ・スクールへの進学が可能であった場合もあっ  

た。  

5 スミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定の教育史的意義  

以上では，中間産業学校，職業予備学校の性格について再検討を加えてきた。この節では，  

既存の公教育制度との関連などの観点から，「14歳以上」規定などスミス・ヒューズ法の諸規  

定の特質を明らかにすることを意図する。   

先述のように，1917年に職業教育への連邦補助を目的としてスミス・ヒューズ法が制定され  

た。スミス・ヒューズ法は，同法による職業教育を連邦補助金の対象を，14歳以上の者を教育  

する公立の学校・クラスに限定し，企業立学校などをその対象から排除した。また，全日制学  

校（工業及び手職，家政に関するもの）に対する連邦補助金の支出の条件として，授業時間の  

半分以上を「有用なあるいは生産的な基礎に基づいた（based on a usefulor productive  

basis）」に充てることを挙げていた4B）。   

このうち「14歳以上」規定について，田中喜美は「原則的には，『8年制コモンスクール（初  

等学校のこと－－引用者注）を終えてから』という意図を含んで」おり，「職業教育は，原則と  

しては，高等学校段階で実施すべきとする意図を含んでいた」と評価した49）のは，先述の通り  

である。   

事実，この規定がNEAの中等教育改造委員会の報告書『中等教育の基本原理』の勧告と符合  

する部分があったことは事実である。同報告は，6年間の初等教育に引き続く6年間の中等教  

育を「ジュニア」「シニア」の2つの段階に区分し，前者では進路の探索を，後者では生徒が選  

択した進路に応じた教育を施すべきことを提起した50）。このことば，本格的な職業教育を8年  

制初等学校の上級学年に相当するジュニア・ハイ・スクールで行わない方針を取ることを意味  

していた。   

しかしながらスミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定は，同法制定を支援した人々の間に「8  

年間の一般・共通教育」ということで合意があったことを意味していた訳ではなかった。  

ニューヨーク市教育長のW．H．マックスウェル（W．G．Maxwell）が「8年間の一般・共通教  

育原則を堅持する立場」から，初等学校の上級学年における課程の分化に反対していたのは事  

実であった51）。しかしNSPIE事務局長として，スミス・ヒューズ法制定のために尽力したこと   
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で知られるC．A．プロッサー（C．A．Prosser）は，1912年にNEAの大会で行った報告「実用  

的な技芸及び職業指導」（“PracticalArtsandVocationalGuidance”）52）において，12歳から  

14歳までの段階での課程分化を容認する考えを示していた。   

この報告で彼は，14歳の進路決定までに，生徒の噂好や能力を発見するため「12歳から14  

歳の間の生徒の教育課程の分化」が必要であり，人口5万人程度の都市においては，①ハイ・  

スクール進学準備課程，②商業課程，③女子のための家庭技芸課程，④男子のための実用的技  

芸の課程を設置すべきだと提案していた。   

この報告においてプロッサーは，12－14歳の者に対し，特定の職種のための訓練を施すとい  

う考えは示さなかった。しかし彼が，この年齢層に関して課程の分化の導入を明確に支持して  

いたのは，明かであった。12－14歳の段階での課程分化を認めるプロッサーの主張は，スミ  

ス・ヒューズ法の「14歳以上」規定が必ずしも8年間の一般・共通教育を意味するものではな  

かったことを示しているように思われる。   

また事実問題としても，スミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定や『中等教育の基本原理』  

がジュニア・ハイ・スクールの段階を「探索」のためのそれと位置づけたことが，8年間の一  

般・共通教育の保障を意味した訳でもなかった。事実1920年代になっても，ジュニア・ハイ・  

スクールにおいてコース制が敷かれる場合も見られた53）。   

さらに「14歳以上」規定などにより職業予備教育を職業教育に関する連邦補助金の対象から  

外したスミス・ヒューズ法の発想には，批判もあった。   

その一例としてリービットとブラウンの『公立学校における職業予備教育』によるそれを挙  

げることができる。彼らが批判の対象としたのは，スミス・ヒューズ法のモデルの一つとなっ  

たと考えられるマサチューセッツ州の事例であった。同州は，スミス・ヒューズ法制定以前か  

ら，通常の学校制度から完全に切り離された職業教育機関（トレード・スクール，産業学校，  

夜間産業学校）を設立し，それに対する補助金を支出するという方針を取っていた。彼らは，  

もし州の補助が，’産業学校などの職業教育機関に対して与えられるのと同様の形で（すなわち  

維持費全体の50％），職業予備タイプの産業教育に与えられたならば，対象となった少年の数  

が増えたであろうと指摘している54）。   

スミス・ヒューズ法自体は，必ずしも職業教育を既存の学校制度の外側に創設することを強  

要した訳ではなかった。しかし同法の制定を支援したNSPIEの指導者たちが，初等学校→ハ  

イ・スクールという通常の学校体系とは別系統の職業教育の制度化を，その方針としていたの  

は事実であった。   

また，同法の「14歳以上」規定，及び全日制学校において授業時間の半分を「有用なあるい  

は生産的な基礎に基づいた実際的な課業」に充てることを要求する規定は，「職業教育」の内容  

を限定し，ひいては職業教育と普通教育の分離を促進したことは否定できないであろう。  

ま と め  

本稿では，1900－10年代のアメリカにおいて，スミス・ヒューズ法制定に先だって，公教育  

としての全日制の職業教育機関，すなわちトレード・スクール，中間産業学校，職業予備教育  

の相互の共通点と相違点を，①目的，性格，②教育課程編成，③通常の普通教育制度との接続  

などの点から明らかにすることを意図した。同時に本稿は，職業教育機関と通常の公教育制度   
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との接続などの観点から，「14歳以上」規定を中JL、とするスミス・ヒューズ法の諸規定の教育  

史的意義を再検討することをも意図した。   

まず最初に本稿では，トレード・スクール，中間産業学校，職業予備教育の特質を，①目的，  

性格，②設置されている課程の種類や教育課程編成，③既存の公教育制度との接続，などの観  

点から，明らかにすることをめざした。   

スミス・ヒューズ法制定以前に設立されていた職業教育機関のうちトレード・スクールは，  

14歳以上を年齢要件とするものが多く，その中には8年制初等学校を修了していることを要求  

するものもあったことにもみられるように，ハイ・スクールと並行した形で存在していた。そ  

の主たる目的は，特定の職務のための準備教育にあった。   

これに対し中間産業学校と職業予備教育は，（前者が14歳以上の生徒を対象とするのに対  

し，後者12－13歳の者を対象としていたという違いがあったとはいえ）進級遅滞の状況を反映  

して，子どもたちに産業に関する訓練を施すと同時に，既存の初等学校の教育に適応できない  

生徒を学校にとどめることを主たる目的としていた。   

しかしながら中間産業学校は，トレード・スクールと同様，既存の公教育制度とは切り離さ  

れた教育機関であり，この種の学校からのハイ・スクール進学の途は，原則として開かれてい  

なかった。しかもその教育課程編成をみると，授業時間の半分以上を実習に充てるのが一般的  

であるとされ，その点でスミス・ヒューズ法における同様の規定を先取りしたものであった。   

これに対し，職業予備教育は，既存の公教育制度の一環という性格をもち，公立ハイ・ス  

クールへの進学は可能とされている場合も多かった。また教育課程編成についても，中間産業  

学校の場合とは異なり，授業時間の半分以下しか職業科目に充てていない例も見られた。さら  

に設置されている課程の種類を見ても，中間産業学校などと比べて専門分化したものは少な  

く，既存の手工教育の延長としての性格をもつものもかなりみられた。   

以上のように，中等産業学校と職業予備教育は，学校制度上8年制初等学校の上級学年に並  

行したものでありながら，①教育課程編成，②既存の公教育制度との関係などの点から，性格  

が異なっていたことが指摘される。   

つぎに本稿では，スミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定の教育史的意義の再検討をめざし  

た。先述のように田中善美は，この規定が，8年制初等学校の上級学年あるいはジュニア・ハ  

イ・スクールの段階で本格的な職業教育を行うことを否定し，「職業教育を高等学校段階の問  

題におしあげっっ位置づける」ことを意味していたと論じている。6歳で初等学校に入学し，8  

年間で初等学校の課程を修了することを前提にするならば，「14歳以上」規定にそういう面が  

あったことは否定しがたい。   

しかし事態は，複雑であった。スミス・ヒューズ法の制定に大きな役割を果たしたとされる  

プロッサーは，スミス・ヒューズ法による本格的な職業教育が開始される以前の12－14歳の  

課程分化を提案していた。このことは，スミス・ヒューズ法の「14歳以上」規定が必ずしも8  

年間の一般・共通教育の原則を含意してはいなかったことを示しているように思われる。   

またスミス・ヒューズ法が，①「14歳以上」規定，②全日制学校に関して，授業時間の半分  

を「有用なあるいは生産的な基礎に基づいた実際的な課業」に充てるという規定によって，職  

業予備教育をその補助金の対象から排除したことは，同法が通常の公教育制度から切り離され  

た職業教育機関を援助する姿勢をもっていたことを示しているように思われる。この点は，同  

法の制定に影響を与えたといわれるD．スネッデン（D．Snedden），プロッサーなど職業教育   
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連動の指導者たちが，既存のハイ・スクールから独立した職業教育機関の創設の必要性を力説  

していたことからも明らかである。   

そのような意味では，同法の「14歳以上」規定が，職業予備教育を含む多様な形態の職業教  

育機関の発展を阻害したという，リービットの批判は肯定し得る。また同法が職業教育制度と  

普通教育制度を峻別する態度を取り，公教育制度を複線化するものであったという批判を受け  

たのも，理由のないことではなかった。   

実際には，職業教育運動の指導者たちが，既存のハイ・スクールから独立した職業教育機関  

の創設の必要性を力説したにもかかわらず，多くのところで，総合制ハイ・スクールで同法の  

補助を受けた職業教育を行う方針が取られた。しかしその場合でも同一学校の中でカレッジ進  

学課程などと職業教育課程が明確に分離され，「学校教育における二つの世界」55）が存在すると  

批判されることになる。  
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